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令和８年度　活動方針

　全国公立学校教頭会（全公教）は、政策提言能力を備えた職能研修団体として、会則に示された目的
を達成するため、次の方針に基づき活動を推進する。

１　研修活動の充実を図る。
　全国８ブロックとの連携を深め、研究大会・研修会の充実に努め、職能の向上を図る。また、研究
大会・研修会の開催にあたっては、情報化を図り、ネットワークを併用するなどの工夫を行い、安
心・安全な会の運営や会員への研究成果の共有を実現する。
（１）全国研究部長研修会・要請推進部長の研修会の充実
（２）全国研究大会の充実（第14期１年目の研究推進）
（３）中央研修大会の充実
（４）ブロック研究・研修大会の充実

２　調査および要請活動の充実を図る。
　単位教頭会・副校長会と一体となり、教育関係諸団体と連携をとり、教育水準の維持・向上に必要
な調査を実施し、教育諸条件の整備・充実を求める活動を推進する。
（１）義務教育費国庫負担制度の国庫負担率２分の１への復元および人材確保法の主旨を堅持する施
策を講じられるよう提言する。

（２）学校教育の質の向上と学校の組織的運営を支援する施策を講じられるよう提言する。
（３）学校・家庭・地域の連携・協力を深める教育環境整備のための施策が講じられるよう提言する。
（４）文部科学省の概算要求のエビデンスとなる調査を実施する。殊に働き方改革の推進に関わる内
容について、文部科学省の方針を踏まえたうえで有用な調査を実施する。

３　組織の発展・強化を図る。
　全公教と各ブロックの連携を深め、組織の円滑な運営に努めるとともに、組織発展・充実のための
活動を推進する。さらに情報化を進め、ハイブリッド会議を含めたオンラインでの活動を効果的に取
り入れ、一層の発展強化を図る。
（１）役員及び事務局体制の充実
（２）専門部・委員会体制の充実
（３）単位教頭会・副校長会との連携強化
（４）文部科学省及び教育関係諸団体との連携強化
（５）未組織地域等の単位教頭会・副校長会への働きかけの強化と、全公教としての統一した活動の
推進

（６）今後の全公教の運営を見据えた特別委員会の継続
（７）活動の情報化の推進

４　被災地への支援を図る。
　激甚災害に指定された地域については、各ブロックと連携しながら情報を共有して、支援体制を構
築する。
（１）被災地の学校や子どもたちへの支援を行う。
（２）該当地域の単位教頭会・副校長会との速やかな連携と支援体制の構築を図る。


